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後期実施計画
（ 令 和 2 年 度 〜 令 和 6 年 度 ）

第6期まちづくり計画
奈井江町
N A I E  T O W N  H O K K A I D O

概要版
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奈井江町のまちづくり
　奈井江町には、まちの憲法と言われる「まちづくり自治基本条例」があり、
まちづくりのルールを定めています。
　この条例に基づき、町民の参加と協働のもと「まちづくり計画」の推進を図
ります。

まちづくり計画

人権尊重　お互いを尊重しあいます
相互扶助　お互いを助け合います
住民自治　一人ひとりが主体となってまちづくりを行います
自己責任　まちづくりに対してそれぞれ自分の役割にあたった責任を持ちます
未来志向　まちと町民の将来を考えて、奈井江町を守り育てます。

〈まちづくりの基本理念（考え）〉

まちづくり自治基本条例

まちづくり計画は、基本構想と実施計画で構成しています。
○基本構想　�10年間のまちづくりの「基本目標」や「テーマ」、目標の実現に向けた5つの政策
○実施計画　�5年間に実施する具体的な事業（毎年度、見直しを行いながら進めていきます）

○まちづくり計画に基づく施策・事業の実施
○施策・事業の点検・見直し
○各種計画と一体的な推進

情報公開
町民参加

町 民

基本構想（平成27年度〜令和6年度）

前期実施計画　平成27年度〜令和元年度 後期実施計画　令和2年度〜令和6年度

町 民

町議会 町

まちづくりのルール

情報共有
協　　働 人権尊重

町民参加

※町民とは次の人をいいます。
　・町内に住所を有する人
　・町内で働く人
　・町内で学ぶ人
　・町内で事業を営む法人
　・町内で活動する団体

〈まちづくり計画の推進〉 町民参加のまちづくり
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基本構想

みんなが参加する
まちづくり

心豊かな住みよい
まちづくり

未来につなぐ
まちづくり

◆住民自治の充実
◆積極的な情報公開と情報共有
◆町民と協働のまちづくり

◆資源の有効活用
◆雇用と活力の創出や定住促進
◆心の潤いを得られ、
　いきいきと暮らすまちづくり

（平成27年度～令和6年度）

◆創造性あふれる様々な取り組み
◆広域連携の推進

3 つの基本目標

安全・安心に
住みつづけるために

心豊かに
学びつづけるために

活力と魅力あふれる
産業づくりのために

みんなで創る、持続可能な
まちづくりのために

ともに支え合い、
健やかに暮らすために

おもいやり明日へ

5つのテーマ
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安全・安心に住みつづけるために1

家族から「運転が心配だよ」っ
て言われたから運転免許証を
返納しようと思う。町内の買
い物や病院へはバスや乗り合
いタクシーもあるし。

公園の遊具が新し
くなるんだって。み
んなであそぼう。

住みやすい住環境の充実
●公営住宅の計画的な修繕、維持管理
●公園の管理、遊具施設の重点的整備

公共交通機関の充実
●町営バス（向ヶ丘線・市街地循環線）や乗りあいタクシーの運行

安全・安心な道路環境の整備
●道路施設等の点検と維持管理、除排雪の充実

消防・防災体制の強化
●消防や救急など初動体制の強化の充実
●防災意識の向上（防災訓練や講演会）
●高齢者に対する運転免許証自主返納サポート事業の実施

交通安全・防犯対策の充実
●交通安全対策や防犯活動の推進
●消費者問題の相談体制の充実

クリーンなまちづくりの推進
●ゴミの減量化、資源化
●葬斎場の広域化に向けた検討・協議

豊かな自然環境の保全
●山林等の管理保全、防犯灯の LED化
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ともに支え合い、健やかに暮らすために2

4

育児に不安があっても子育
て世代包括支援センターで
いつでも相談できるから安
心だね。

私たちもサロン活動
など自分たちででき
る地域活動をしない
とね。

健康づくり対策と町民の
安心を支える医療体制の推進
●生活習慣病等の早期発見のため、特定健康診査やがん検診等の推進
●かかりつけ医制度の普及と医療提供体制の確保
●病院の改革プラン等に基づく効率的な経営の健全化

安心して子育てができる環境の充実
●特定不妊治療や妊婦一般健康診査に係る費用助成
●子育て世代包括支援センターにて母子保健及び
　育児の相談・支援
●�認定こども園にて、英語・運動・食育など特色ある
　保育・教育の実施や医療的ケア児の受入　
●認定こども園保育料軽減措置
　（0～2歳児の第3子以降、3～5歳児無料）

1

2

高齢者が安心して暮らせる地域社会の推進
●保健・医療・福祉・介護が連携し、地域包括ケアシステムの推進
●社会福祉協議会などと連携し、住民主体によるサロン活動など、
　高齢者がまちづくりに参加できるよう活動に対する支援体制の充実

障がいのある人にやさしい地域社会の形成
●おもいやりの障がい福祉条例のもと、
　障がいのある人にとって、安心して暮らしやすい地域づくり
●障がい者短期就労パワーアップ事業

安心できる福祉社会の充実
●高校生までのこどもや、ひとり親家庭などへの医療費助成
●高齢者等支え愛条例に基づく地域共生社会の推進
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公設塾でわからないところ
を教えてもらおう。英語指
導助手にもどんどん話しか
けよう。
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仕事や家事を忘れてゆっく
りコンサートなどに行くの
もいいね。

未来を担う子どもの育成
●子どもの権利に関する条例による人権教育の推進、
　まちづくりへの参加意識の向上
●複数の英語指導助手の配置による外国語教育の充実
●学習意欲向上や家庭学習の定着を目的に公設学習塾を実施
●学校給食費助成（第2子：半額、第3子以降：無償化）

生涯にわたる学びの推進
●絵本を通じ親子の絆と子育て応援として
　ブックスタート・ブックセカンド・ブックサード事業
●公民館講座や寿学級など生涯学習の充実
●文化ホール自主事業（コンサートなど）や
　芸術鑑賞会の開催による芸術・文化活動

1

総合的な移住・定住対策の推進
●住宅建設・購入助成、民間賃貸住宅家賃助成、
　リフォーム助成、サービス付高齢者住宅の運営
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心豊かに学びつづけるために3

みんなで創る、持続可能なまちづくりのために5

5

みんなが主役のまちづくりの推進
●まちづくりに取り組む新たな担い手の育成、
　地域活性化の推進のため、まちづくりチャレンジ事業の実施
●地域活動の活性化に向けた支援として地区担当職員制度の推進
●老朽化した役場庁舎の整備に向けた検討
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奈井江町の「ゆめぴり
か」って日本一おいしい
んだって。

SNSでまちのおいしいお
店やおすすめの場所など
みんなでどんどんPRして
いこう！

地域活動を活性化できるよう、町民
みんなでどんなことができるか考え
ていこう。

産地競争力のある農業づくりの推進
●ゆめぴりか産地ブランド化確立支援
●スマート農業推進事業（RTK基地局活用推進・ドローン免許取得助成）
●農業担い手の支援・育成

まちの資源を活かした魅力ある観光の推進
●商工会・農協との連携によるイベント
　（さくらまつり・産業まつりなど）の支援・協力
●町外イベントでの特産品の販売・まちの PR
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活力と魅力あふれる産業づくりのために4

広域的な連携や交流の推進
●近隣市町との広域連携による事務の効率化と住民サービスの向上
●友好都市フィンランド・ハウスヤルビ町、岡山県高梁市との交流
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活力と賑わいのある商工業の推進
●交流プラザ「みなクル」などの公共施設を活用した
　中心市街地の活性化事業の推進
●企業の新規立地や事業拡大への支援

健全で効率的な行財政運営の推進
●まちづくり計画に基づく計画的な事業の推進と
　健全で安定的な財政運営
●ふるさと納税や広報誌の有料広告など、
　自主財源の確保と地域経済の活性化
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